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「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の

一部改正等に伴う実施上の留意事項について（通知）」の一部改正について

本日、 「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名J （平成20年厚生労働省告示第

95号）の一部が平成25年厚生労働省告示278号をもって改正されたところであるが、 Dp C制度のよ

り一層の透明化、適正化等を図る観点から、その取扱いについて別添のとおり通知するので、関係者

に対し周知徹底を図られたい。

記

1. 改正の概要について

「090010乳房の悪性腫蕩Jのうち、手術・処置等の 2の5に「ベルツズマブj を追加する。

2. 関係通知の一部改正について

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に

伴う実施上の留意事項について（通知）」 （平成24年 3月19日保医発第0319第 2号）の診断群分

類定義樹形図中、 「090010乳房の悪性腫蕩Jを別紙 1のとおり改める。

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に

伴う実施上の留意事項について（通知）」 （平成24年 3月19日保医発第0319第 2号）の定義テー

ブル中、 「090010乳房の悪性腫蕩Jを別紙2のとおり改める。



l≫IJ紙 1I 
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について（通知）診断群分類定義樹形図（別添1)
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厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について（通知）定義テーブル

手術・処置等1

処置等名称

ー寸官？．

手術・処置等2

5 10 トラスツズマブ．ベルツ

ズマブ

｛略｝（略） （絡｝

｜ 別紙 2 l 

副傷病 重症度等

（略）
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改正前
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厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について（通知）定義テーブル

,s 10 トラスツズマブ

（略）｛略｝ ｛略｝ （略）

改正後

I }]11 紙 2 I 
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に婆する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について｛通知）定義テーブル

診断群分類

09 00而~房あ悪
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茎玄之
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